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～～～～    要要要要    約約約約    ～～～～    

１ 新庁舎建設の必要性 

⑴  施設・設備の老朽化  

⑵  耐震性の不足  

⑶  ユニバーサルデザインへの対応不足  

⑷  施設の狭隘化  

⑸  執務室の柔軟性の不足  

⑹  駐車スペースの不足  

 

２ 新庁舎の基本理念 

⑴  安全・安心な庁舎  

  防 災 拠 点 と し て 機 能 で き る 災 害 に 強 い 庁 舎 を め ざ す 。  

⑵  人にやさしい庁舎  

  誰 も が 利 用 し や す く 、 働 き や す い 、 人 に や さ し い 庁 舎 を め ざ す 。  

⑶  環境にやさしい庁舎  

  環 境 に や さ し く 、 環 境 に つ い て 学 べ る 庁 舎 を め ざ す 。  

⑷  市民に開かれた庁舎  

  市 民 が 、 積 極 的 に 市 政 に 参 加 で き る 市 民 参 画 の 拠 点 と な る 庁 舎 を め ざ す 。  

⑸  豊岡市を象徴する庁舎  

  豊 岡 市 の ま ち づ く り を 象 徴 す る 庁 舎 を め ざ す 。  

⑹  時代に即応できる庁舎  

  組 織 変 更 等 に 柔 軟 に 対 応 で き る 庁 舎 を め ざ す 。  

 

３ 新庁舎の機能 

⑴  防災機能  

・  災 害 時 に お け る 本 部 と し て 必 要 な 機 能 を 備 え た 会 議 室 を 設 置 す る 。  

⑵  窓口機能  

・ 窓 口 は 、で き る だ け 低 層 階 に 集 中 さ せ る と と も に 、高 齢 者 や 障 害 者 を は じ め 誰 も

が 訪 れ や す く 、 使 い や す い 配 置 と す る 。  

⑶  行政機能  

・  執 務 室 ・ 会 議 室 に つ い て は 、 動 線 を 考 慮 し た 配 置 と す る と と も に 、 資 料 や 器 材

を 保 管 で き る ス ペ ー ス を 設 け る 。  

⑷  意思決定（執行）機能  

・  市 の 意 思 決 定 の た め の 協 議 ス ペ ー ス を 設 け る 。  

⑸  議会機能  

・  ロ ビ ー な ど で 議 会 や 委 員 会 の 様 子 を モ ニ タ ー 中 継 し た り 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 配 信

し た り す る な ど 市 民 が 気 軽 に 傍 聴 で き る 方 法 を 検 討 す る 。  

・  議 会 運 営 に 支 障 の な い 範 囲 内 で 、 市 民 が 利 用 で き る 方 法 を 検 討 す る 。  

要約－１ 
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 ⑹  アーカイブ（古文書、公文書収蔵スペース）機能  

・ 公 文 書 の 管 理 シ ス テ ム を 構 築 し 、文 書 の ス リ ム 化 を 図 る と と も に 、保 存 文 書 の 検

索 が 容 易 に で き る 施 設 と す る 。  

⑺  駐車場機能     

・   駐 車 状 況 が 道 路 か ら わ か る 案 内 表 示 を 設 置 す る と と も に 、 出 入 り が し や す く 、

動 線 を 考 え た 駐 車 場 と す る 。  

 ⑻  その他機能  

・  市 民 が 憩 い 、 集 え る パ ブ リ ッ ク ス ペ ー ス  

・  地 域 の 歴 史 ・ 文 化 、 地 域 資 源 や ま ち づ く り の 方 向 な ど を Ｐ Ｒ で き る ス ペ ー ス  

・  生 活 利 便 施 設 （ 銀 行 Ａ Ｔ Ｍ 、 売 店 ・ 飲 食 店 等 ）  

 

４ 新庁舎建設地 

⑴  新庁舎建設地決定の経緯  

  新 庁 舎 の 建 設 位 置 に つ い て は 、新 庁 舎 建 設 市 民 検 討 委 員 会 に お け る 建 設 候 補 地 の 選

定 結 果 を 尊 重 す る と と も に 、合 併 協 議 の 本 庁 決 定 の プ ロ セ ス 、ま ち づ く り と の 整 合 性

や 総 合 計 画 及 び 都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン を 勘 案 し 、現 在 地 を 新 庁 舎 の 建 設 位 置 と し て

決 定 し た 。  

⑵  現在地の敷地条件  

敷地名称 
所在地  

（住居表 示） 
所有者 敷地面積 （㎡ ） 備  考  

本庁舎敷地 中央町２番４号 豊岡市 8,786 

東庁舎別館敷地 中央町３番11号 豊岡市 1,586 

用途地域：商業地域 

建ぺい率：  80% 

容積率 ： 500% 

 合 計 10,372  

 

５ 新庁舎の建設規模 

⑴  新庁舎の規模  

 総 務 省 の 起 債 許 可 標 準 面 積 算 定 基 準 を 基 に 、 平 成 25年 ４ 月 １ 日 時 点 お け る 計 画 職

員 数 530人 （ 臨 時 ・ 嘱 託 職 員 含 む ） 及 び 市 議 会 議 員 定 数 条 例 に よ る 議 員 定 数 26人 に

よ っ て 算 定 し た 面 積 は 、 下 表 の と お り で あ る 。  

【事務室等の算定面積】  

 内  容  算出面積 (㎡ ) 

ア  事  務  室  区分毎の 職員 数×係数 ×基準 面積 4,706.55 

イ  倉   庫  アの面積 4,706 .55㎡×13.0％  611.85 

ウ  会議 室等  職員数 530人×7.0㎡  3,710.00 

エ  玄関 室等  ア～ウの 面積9,028.4㎡×40％  3,611.36 

オ  議会 関係  議員定数 26人×35.0㎡  910.00 

 合  計  13,549.7 6 

※  起債の対象外となる 生活利便施設や福 利厚生施設など の行政機能以外の 必要な面積

については、市民の利便性、業務の効率性や財政的な視点から別途検討を行う。 

要約－２  
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⑵  駐車場の規模  

  駐 車 場 規 模 の 検 討 に あ た っ て は 、現 在 の 駐 車 場 の 利 用 状 況 、同 規 模 の 自 治 体 の 事 例

に よ る 推 定 や 文 献 な ど に よ り 、 敷 地 内 に 必 要 な 駐 車 台 数 を 算 定 し た 。  

 来庁者用  公用車用  議員・報 道用 合  計  

必要駐車 台数 120台  100台  36台  256台  

※  職員 用駐 車場に ついて は、民 間駐 車場等 を活用 する。 

 

６ 新庁舎建設の事業計画 

⑴  新庁舎建設の概算工事費と財源  

 概 算 工 事 費 と し て 50 億 円 を 想 定 し て い る（ 付 帯 費 用 含 ま ず ）。ま た 、財 源 と し て 、

庁 舎 建 設 基 金 （ 平 成 19 年 度 末 ： 12.6 億 円 ） 等 の 活 用 と と も に 、 合 併 特 例 債 の 活 用

を 予 定 し て い る 。  

⑵  新庁舎建設事業のスケジュール  

年 度  平成 19年 度  平成 20年 度  平成 21年 度  平成 22年 度  平成 23年 度  平成 24年 度  

基本構想        

基本計画        

基本設計        

実施設計        

建設工事        

 

７ 今後の課題 

⑴  災害対策への配慮  

⑵  現在地周辺のまちづくりとの連携  

⑶  総合支所の利活用の推進  

⑷  行政サービスの維持・向上  

⑸  現庁舎保存の可能性検討  

⑹  事業費を抑えた施設整備方策の検討  

 

※  豊 岡 の 固 有 の 自 然 ・ 歴 史 ・ 文 化 な ど を 大 切 に す る ま ち づ く り の 理 念 を も と に 、

現 庁 舎 に つ い て は 、活 用 の 可 能 性 を 探 る こ と を 基 本 と す る が 、技 術 的・財 政 的 観 点

も 十 分 に 踏 ま え た 上 で 、 保 存 の 可 否 に つ い て 総 合 的 に 判 断 す る 必 要 が あ る 。  
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～～～～    第第第第１１１１章章章章    新庁舎建設新庁舎建設新庁舎建設新庁舎建設のののの背景背景背景背景    ～～～～    

 

１ 新庁舎建設検討の経緯 

 ⑴ 新庁舎建設検討の経緯 

現 在 の 本 庁 舎 で あ る 旧 豊 岡 市 役 所 本 庁 舎 に つ い て は 、 建 築 後 お よ そ 80年 が 経 過

し て お り 、 こ れ ま で に も 、 さ ま ざ ま な 新 庁 舎 建 設 に か か る 議 論 が 行 わ れ て き た 。 

主 な 経 緯 は 下 記 の と お り で あ る 。  

 

【新庁舎建設検討にかかる経緯】 

年  月  市 庁 舎 建 設 の 主 な 動 き  備  考  

昭和 43 年 12 月 「 総 合 市 民 会 館 建 設 構 想 」 策 定  ・ 市 庁 舎 の 併 設 を 検 討 し た が 中 止  

昭 和 57 年 ６ 月 市 庁 舎 建 設 検 討 が 始 ま る 。  
・ま ち づ く り ア ン ケ ー ト：市 民 の 51.4％ が「 現

在 の 場 所 」 と 回 答  

昭和 58 年 12 月 「 21 世 紀 ま ち づ く り 構 想 」 策 定  
・グ リ ー ン 広 場（ 現 総 合 体 育 館 ）付 近 を シ ビ ッ

ク ゾ ー ン と 位 置 づ け 、同 地 に 市 庁 舎 建 設 を 示 唆  

昭 和 62 年 ５ 月 
「 庁 舎 建 設 調 査 検 討 委 員 会 」 を

設 置  
・ 助 役 以 下 ８ 名 で 構 成  

昭 和 63 年 ２ 月 
「 検 討 委 員 会 報 告 書 」 を 市 長 に

提 出  

・庁 舎 位 置 に つ い て は 、５ ヵ 所 の 候 補 地 を 比 較 、

検 討 す る 中 で 、 現 在 地 に 建 設 と の 結 論  

昭 和 63 年 ５ 月 
「 豊 岡 市 庁 舎 建 設 推 進 委 員 会 」

を 設 置  
・ 助 役 以 下 ８ 名 で 構 成  

平 成 元 年 ５ 月 「 庁 舎 建 設 基 本 構 想 」 策 定  ・基 本 構 想 に お い て 、建 設 位 置 は 現 在 地 に 設 定  

平 成 元 年 ７ 月 
市 長 交 代 に 伴 い 、 庁 舎 建 設 は 一

旦 白 紙  

・豊 岡 病 院 移 転 新 築 問 題 、合 併 の 機 運 等 が 出 て

き た た め 、 市 庁 舎 の 建 設 に つ い て は 棚 上 げ  

平 成 13 年 ７ 月 
市 長 交 代 、 豊 岡 病 院 移 転 が 最 優

先 事 項  

・ 財 政 的 な 目 処 が 立 て ば 検 討 に 入 り た い 。  

・ 庁 舎 位 置 は 、 現 在 地 が 適 当 と の 意 向 を 示 す 。 

平 成 17 年 ４ 月 北 但 １ 市 ５ 町 が 合 併   

平 成 19 年 ３ 月 市 長 総 括 説 明  ・ 平 成 2 0 年 度 に 建 設 位 置 を 決 定 し た い と 発 言  

平 成 19 年 ３ 月 
市 議 会 が 「 庁 舎 建 設 調 査 特 別 委

員 会 」 を 設 置  
・ 議 員 ７ 名 で 構 成  

平 成 19 年 ６ 月 「 新 庁 舎 建 設 推 進 本 部 」 を 設 置  ・ 副 市 長 以 下 1 9 名 で 構 成  

平成 19 年 11 月 
「 新 庁 舎 建 設 市 民 検 討 委 員 会 」

を 設 置  
・ 学 識 経 験 者 な ど 15 名 で 構 成  

平成 20 年 11 月 
新 庁 舎 建 設 に 関 す る 検 討 結 果 報

告 書 提 出  
・ 新 庁 舎 建 設 市 民 検 討 委 員 会 よ り  

平成 20 年 12 月 
豊 岡 市 新 庁 舎 建 設 基 本 構 想 を 策

定  
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 ⑵ 合併協議会における検討結果 

合 併 協 議 会 （ 合 併 協 議 会 新 庁 舎 等 検 討 小 委 員 会 ） で は 、 次 の 事 項 が 決 定 さ れ て

お り 、 新 庁 舎 建 設 に あ た っ て は 、 合 併 特 例 債 の 適 用 を 予 定 し て い る 。  

① 新市の事務所の位置 

新 市 の 事 務 所 の 位 置 は 現 豊 岡 市 役 所 と し 、他 の ５ 町 の 町 役 場 は 全 て 支 所 と す

る こ と が 、 下 記 の こ と か ら 確 認 さ れ て い る 。  

 ア  １ 市 ５ 町 の 地 理 的 な 中 心 で あ り 、 本 庁 か ら 支 所 ま で の 距 離 が 平 均 的 な も の

と な り 、 効 率 的 な 業 務 運 営 が 可 能 と な る 。  

 イ  豊 岡 は １ 市 ５ 町 に お い て 最 も 大 き な 中 心 市 街 地 を 有 し 、 通 勤 ・ 通 学 ・ 買 物

等 住 民 の 日 常 生 活 に お い て 中 心 と な っ て い る 。  

 ウ  国 ・ 県 の 官 公 署 が 集 中 し て い る 。  

 

② 庁舎のあり方 

新 市 の 庁 舎 の あ り 方 に つ い て は 、 本 庁 方 式 と す る 。 た だ し 、 行 政 的 な 区 域 の

広 が り に 対 応 す る た め 、 当 分 の 間 、 総 合 支 所 方 式 と す る 。  
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 ⑶ 上位関連計画における新庁舎の位置づけ 

  ① 豊岡市総合計画（平成19年３月策定） 

本 計 画 の 実 現 に 向 け た 基 本 施 策 の 重 点 事 業 と し て 、 新 庁 舎 建 設 が 位 置 づ け ら

れ て い る 。  

 

（基本計画の実現に向けて）  

 ○ 新しい時代にふさわしい行政経営  

  ２．効率的、効果的な行財政運営の推進  

   現況・課題  

また、庁舎について、合併によるさまざまな行政ニーズや行政課

題に対して柔軟に対応できる機能をもち、市民と行政が連携したま

ちづくりを支えられる新庁舎について、早期に整備する必要があり

ます。  

基本施策  新庁舎建設の推進  

概   要：新庁舎については、市民の利便性などに十分配慮し、

幅広く市民の意見を聞き、時代の要請に対応した建設を

進めます。  

重点事業：新庁舎建設事業  

 

  ② 豊岡市都市計画マスタープラン（平成20年３月） 

   全 体 構 想 「 そ の 他 公 共 施 設 等 の 方 針 」 に お い て 、 庁 舎 の 整 備 が 掲 げ ら れ て い

る 。  

 

（全体構想：その他公共施設等の方針）  

 庁舎の整備：中心市街地の活性化や市民の参画と協働の拠点などとし

て、その機能を効果的に発揮できるよう、市民の意見を

反映しながら、新庁舎の建設に努めます。  
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２ 新庁舎建設の必要性 

 ⑴ 社会的背景 

  ① 超高齢社会の到来 

全 国 的 な 少 子 高 齢 化 を 背 景 に 、 公 共 施 設 や 公 益 施 設 を 中 心 に 、 高 齢 者 や 障 害

者 に 配 慮 し た バ リ ア フ リ ー や 、 誰 も が 使 い や す い ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン の 概 念

が 浸 透 し つ つ あ り 、 人 に や さ し い 施 設 整 備 が 求 め ら れ て い る 。  

ま た 、 本 市 に お い て も 高 齢 化 率 は 26.3％ （ 平 成 20年 4月 1日 現 在 ） と 、 ４ 人 に

１ 人 が 高 齢 者 と な る 超 高 齢 社 会 と な っ て お り 、 公 共 施 設 や 公 益 施 設 に お け る 人

に や さ し い 施 設 の 整 備 を 進 め て い る 。  

※  ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン と は 、 年 齢 ・ 性 別 、 障 害 ・ 能 力 の 如 何 を 問 わ ず 、 す べ て の 人 が 利 用 す る

こ と が で き る よ う 施 設 ・ 建 物 ・ 環 境 を 設 計 （ デ ザ イ ン ） す る こ と で あ る 。  

  

 ② 高度情報化の進展 

情 報 通 信 技 術 の 進 展 に よ り 携 帯 電 話 や イ ン タ ー ネ ッ ト な ど が 急 速 に 普 及 し 、

誰 も が ど こ に い て も い ろ い ろ な 情 報 を 瞬 時 に 取 り 出 す こ と が で き る “ ユ ビ キ タ

ス コ ミ ュ ニ テ ィ ” の 実 現 に 向 け た 取 組 み が 進 め ら れ て い る 。  

本 市 に お い て も 、 平 成 20年 に 「 豊 岡 市 地 域 情 報 化 実 施 計 画 」 を 策 定 し 、 情 報

基 盤 の 整 備 を 進 め る と と も に 、 ホ ー ム ペ ー ジ や 広 報 等 を 活 用 し た 市 民 に 親 し ま

れ る 行 政 サ ー ビ ス の 提 供 に 努 め て お り 、 市 民 が 情 報 を 共 有 ・ 取 得 で き る 環 境 整

備 を 進 め て い る 。  

※  ユ ビ キ タ ス コ ミ ュ ニ テ ィ と は 、欲 し い 情 報 が い つ で も ど こ か ら で も 手 に 入 る 社 会 の こ と で あ る 。 

 

  ③ 地方分権化の推進 

平 成 11年 に 成 立 し た 「 地 方 分 権 一 括 法 」 に 基 づ き 、 地 方 自 治 体 が 有 す る 権 限

が 拡 大 し 、「 自 己 決 定 」、「 自 己 責 任 」の 原 則 の も と 、自 主 的 か つ 総 合 的 に 行 政 を

執 り 行 う こ と が 求 め ら れ て い る 。  

ま た 、 政 策 形 成 過 程 に お い て 、 市 民 の 参 画 等 に よ る 行 政 と の 連 携 ・ 協 力 が 強

く 求 め ら れ て い る と こ ろ で あ る 。 さ ら に 、 地 方 分 権 一 括 法 の 流 れ を 受 け て 、 地

方 自 治 体 の 自 立 性 向 上 と 行 財 政 基 盤 の 充 実 な ど を 目 的 と し た 市 町 村 合 併 が 進 め

ら れ て い る 。  

本 市 に お い て も 平 成 17年 ４ 月 、 兵 庫 県 北 東 部 に 位 置 す る １ 市 ５ 町 （ 豊 岡 市 、

城 崎 町 、 竹 野 町 、 日 高 町 、 出 石 町 、 但 東 町 ） が 合 併 し 新 生 豊 岡 市 と な り 、 安 定

的 な 財 政 基 盤 の 構 築 と 、 地 域 の 特 性 に 応 じ た 行 政 サ ー ビ ス の 提 供 が 急 務 と な っ

て い る 。  
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  ④ 防災意識の高まり 

平 成 ７ 年 の 阪 神 淡 路 大 震 災 以 降 、鳥 取 県 西 部 地 震（ 平 成 12年 ）、新 潟 県 中 越 地

震 （ 平 成 16年 ）、 能 登 半 島 地 震 （ 平 成 19年 ） 等 、 大 規 模 な 地 震 が 頻 発 し て お り 、

市 民 の 防 災 に 対 す る 意 識 が 高 ま っ て い る 。  

本 市 は 、大 正 14年 に マ グ ニ チ ュ ー ド 6 .8を 記 録 す る 北 但 大 震 災 に よ り 甚 大 な 被

害 を 受 け た 。 こ の 復 興 事 業 に お い て 、 現 在 の ま ち づ く り の 礎 が 築 か れ 、 現 庁 舎

も 大 復 興 計 画 の 一 つ と し て 建 設 さ れ た も の で あ る 。  

ま た 、 平 成 16年 の 台 風 23号 に よ り 大 被 害 を 受 け て お り 、 災 害 時 に 庁 舎 の 安 全

性 や 防 災 拠 点 と し て の 機 能 の 充 実 が 求 め ら れ て い る 。  

 

  ⑤ 行政サービスの高度化・多様化 

物 の 豊 か さ か ら 心 の 豊 か さ や ゆ と り が 重 視 さ れ て き て お り 、 行 政 に 求 め ら れ

る サ ー ビ ス も 高 度 化 ・ 多 様 化 し て き て い る 。 そ の た め 、 行 政 サ ー ビ ス も 量 か ら

質 へ の 転 換 が 求 め ら れ て い る 。 さ ら に 、 多 く の 地 方 自 治 体 で は 、 危 機 的 な 財 政

状 況 を 改 善 さ せ る た め 、効 率 的 な 行 財 政 改 革 に 取 り 組 ん で い る と こ ろ で も あ る 。 

本 市 に お い て も 、 豊 岡 市 行 政 改 革 大 綱 ・ 実 施 計 画 を 策 定 し 、 財 政 構 造 改 革 や

効 率 的 ・ 効 果 的 な 組 織 の 確 立 等 を 図 る こ と に よ り 、 市 民 の 求 め に 応 じ た 柔 軟 な

行 政 サ ー ビ ス の 提 供 を め ざ し て い る と こ ろ で あ る 。  
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 ⑵ 現庁舎の状況 

  ① 現庁舎の立地状況 

 

現 在 の 本 庁 舎 は 、 Ｊ Ｒ 豊 岡 駅 か ら

近 く 、 行 政 機 関 も 集 中 す る 利 便 性 の

高 い 中 心 市 街 地 内 に 立 地 し て い る 。  

し か し な が ら 、 本 庁 舎 敷 地 は 道 路

を 挟 ん で 各 課 が 分 散 配 置 さ れ て お り 、

一 部 の 部 署 に つ い て は 、 本 庁 舎 敷 地

以 外 に 配 置 さ れ て い る 状 況 で あ る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 現 庁 舎 は 、 敷 地 内 に 本 庁 舎 、 東 庁

舎 、 北 庁 舎 、 南 庁 舎 、 東 庁 舎 別 館 、

南 庁 舎 別 館 、 西 別 館 等 の 建 物 が 並 ん

で い る 。  

 し か し な が ら 、 建 物 に つ い て は 、

各 々 が 独 立 し て お り 、 配 置 が 分 か り

に く い 、 雨 が 降 っ た 場 合 な ど に 傘 が

必 要 な ど の 問 題 点 が あ る 。  

 そ の 他 、 都 市 整 備 部 用 地 課 、 健 康

福 祉 部 、 企 業 部 、 消 防 本 部 等 は 、 敷

地 外 に 配 置 さ れ て お り 、 分 庁 と な っ

て い る 状 況 で あ る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現庁舎 敷地 図】 

【現庁舎 周辺 図】 

第１章 新庁 舎建設 の背景  



 

 

7 

 【現庁舎の概要（本庁機能）】 

区 分 施設名 
延床面積 

（㎡） 
主な構造 建築時期 備 考 

本 庁 本庁舎 1,607 
Ｒ Ｃ 造 一 部 Ｗ 造

３階建 
Ｓ２ 

Ｓ２.12 豊岡町役場庁舎竣工 

Ｓ27.12 増改築工事竣工 

  東庁舎 656 Ｒ Ｃ 造 ３階建 Ｓ36 Ｓ36.12 増築工事竣工 

  南庁舎 1,557 
Ｒ Ｃ 造 ２階建 

Ｗ造２階建 
Ｓ２ 

Ｓ２.４ 豊岡郵便局庁舎として建設 

Ｓ58.４ 市庁舎に転用 

  北庁舎 627 Ｒ Ｃ 造 ２階建 Ｓ４ 
Ｓ４.４ 豊岡税務署庁舎として建設 

Ｓ48.２ 市庁舎に転用 

  東庁舎別館 1,447 Ｒ Ｃ 造 ３階建 Ｓ44 

Ｓ44.４ 県立但馬労働会館として建設 

Ｈ15.４ 豊岡市立 中央会館（一部 事務

所）に転用 

Ｈ17.４ 合併に伴い庁舎に転用 

  南庁舎別館 914 
Ｒ Ｃ 造 ２階建 

一部Ｗ造２階建 
Ｓ９ 

Ｓ９   兵庫県農工 銀行（山陰合 同銀

行）として建設 

Ｈ17.１ 山陰合同 銀行豊岡支店を 歴史

的建造物として取得 

Ｈ17.４ 合併に伴い市庁舎に転用 

  購買棟 239 Ｗ造平屋建 -   

  西別館 439 Ｓ 造 ２階建 Ｓ39 Ｓ39.４ 増築工事竣工 

  レセプト点検棟 437 Ｗ造２階建 -   

  消防会館 427 Ｗ造２階建 -   

  
防災通信 

センター 
236 Ｓ 造 ３階建 Ｈ15   

健康福祉部 
健康福祉 

センター 
3,015 Ｒ Ｃ 造 ３階建 Ｓ57 

Ｓ57   豊岡市福祉会館竣工 

Ｈ４.７ 福祉事務所を福祉会館に移転 

都市整備部 

用地課 
用地課  405 Ｓ 造 ２階建 - 

Ｈ18.４ 組織改変 等により事務所 を移

転 

企業部 企業部本庁舎  793 Ｒ Ｃ 造 ２階建 Ｓ60 Ｓ60.４ 水道事業所庁舎竣工 

消防本部 消防本部庁舎  1,827 Ｒ Ｃ 造 ３階建 Ｈ元 
Ｈ元.11  北但広域 消防事務組合消 防本

部・豊岡消防署新庁舎竣工 

※  Ｒ Ｃ 造 ： 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 、 Ｓ 造 ： 鉄 骨 造 、 Ｗ 造 ： 木 造  
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  【現庁舎の配置部署の状況】 

庁舎名称 配  置  

１階  
収入役室 、会 計課、 市民課 、税務 課、 用務員 室、 

指定金融 機関 

２階  
市長室、 副市 長室、 秘書広 報課、 防災 安全課 、総務 課、 

職員課、 電話 交換室 、記者 クラブ 室 

本 庁 舎  

３階  議場、会 議室 、傍聴 室 

１階  税務課  

２階  議長室、 委員 会室、 議員応 接室、 議会 事務局 東 庁 舎  

３階  会議室、 図書 室兼議 員控え 室 

１階  農林水産 課 

中２階  豊岡市土 地改 良協議 会 北 庁 舎  

２階  コウノト リ共 生課、 農業共 済課 

１階  生活環境 課、 建設課 、建築 住宅課 

南 庁 舎  
２階  

情報推進 課、 新庁舎 建設推 進室、 都市 整備課 、 

建設課補 修班 

１階  こども育 成課 、選管 ・監査 事務局 

２階  
教育長室 、教 育委員 会室、 教育総 務課 、こど も教育 課、 

生涯学習 課、 文化振 興課、 スポー ツ振 興課 
東 庁 舎 別 館  

３階  政策調整 課、 財政課 、講堂 、職員 組合 

１階  
商工課、 観光 課、高 年齢者 職業相 談室 、 

中小企業 金融 相談室 南 庁 舎 別 館  

２階  会議室、 北但 行政事 務組合 

別 棟  ―  農業委員 会、 食堂・ 購買部 、機械 セン ター、 市民課 分室 

１階  車両管理 室、 車庫、 倉庫 
西 別 館  

２階  和室  

１階  車庫  
消 防 会 館  

２階  職員娯楽 室、 倉庫 

 

 

【現庁舎敷地以外の配置部署の状況】 

庁舎名称 配  置  本庁から の距 離 

都 市 整 備 部  
用 地 課  用地課  1.0km 

健 康 福 祉 部  社会福祉 課 、高年 福祉課 、介 護保 険課 、健康 増進課  0.9km 

企 業 部  企業総務 課、 水道課 、下水 道課 4.5km 

消 防 本 部  消防本部 、消 防署 2.2km 
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  ② 総合支所の配置状況 

本 市 で は 、 暫 定 的 に 総 合 支 所 方 式 を 採 用 し て お り 、 旧 町 役 場 が 総 合 支 所 と し

て 機 能 し て い る 。  

こ の 方 式 は 、 地 域 住 民 と 行 政 の 連 携 や 現 場 対 応 の 機 敏 性 等 に お い て 一 定 の 効

果 が あ る 一 方 で 、 広 域 的 な ま ち づ く り の ス ケ ー ル メ リ ッ ト に よ る サ ー ビ ス の 高

度 化 、 行 財 政 の 効 率 化 な ど に つ い て 課 題 が あ る 。  
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 ⑶ 新庁舎建設の必要性 

 ① 施設・設備の老朽化 

現 庁 舎 は 、築 80年 以 上 を 経 過 し て お り 、コ ン ク リ ー ト の 剥 離 や 落 下 が 起 こ る 等

老 朽 化 が 目 立 ち 、そ の 都 度 補 修 し て い る 状 況 で あ る 。ま た 、電 気 設 備 、給 排 水 設

備 や 空 調 設 備 等 も 老 朽 化 し 、漏 水 の 発 生 、冷 暖 房 の エ ネ ル ギ ー 効 率 の 悪 化 な ど に

よ り 、 維 持 管 理 費 用 も 年 々 増 大 し て お り 、 根 本 的 な 改 修 が 必 要 で あ る 。  

  

 ② 耐震性の不足 

現 庁 舎 は 、旧 耐 震 基 準 に よ り 建 築 さ れ て お り 、耐 震 性 を 確 保 す る た め に 平 成 16

年 度 に 本 庁 舎 の み 耐 震 改 修 を 行 っ た と こ ろ で あ る 。  

し か し な が ら 、市 の 行 政 中 枢 で あ る 庁 舎 で あ り 、災 害 時 に は 災 害 対 策 本 部 と し

て 市 民 の 安 全 を 守 る 機 能 を 有 し て い る こ と か ら 、十 分 な 耐 震 性 を 確 保 し た 庁 舎 が

必 要 で あ る 。  

 

 ③ ユニバーサルデザインへの対応不足 

現 庁 舎 は 、警 察 署 、郵 便 局 、税 務 署 や 消 防 署 等 の 移 転 に 伴 い 空 き ス ペ ー ス を 活

用 し 、必 要 に 応 じ て 増 築 、移 転 を 行 っ て き た 、複 数 棟 が 集 合 し た 庁 舎 で あ る こ と

か ら 、配 置 が 分 散 し て 分 か り に く く 移 動 距 離 が 長 い こ と や 、段 差 が 多 い 等 の 問 題

点 が あ る 。  

多 く の 人 が 利 用 す る 庁 舎 で あ る こ と を 踏 ま え れ ば 、誰 も が 使 い や す い ユ ニ バ ー

サ ル デ ザ イ ン の 導 入 が 必 要 で あ る 。  

 

 ④ 施設の狭隘化 

平 成 20年 度 当 初 に お け る 現 庁 舎 の 職 員 一 人 当 た り の 執 務 面 積 は 6.84㎡ /人 で あ

り 、 総 務 省 基 準 （ 起 債 許 可 標 準 面 積 ） に よ り 算 定 し た 面 積 9.56㎡ /人 と 比 較 す る

と 、３ 割 程 度 不 足 し て い る 。ま た 、執 務 室 に 保 管 庫 等 を 設 置 し て い る こ と に よ り 、

執 務 室 等 が 一 層 狭 隘 化 し て い る と と も に 、災 害 発 生 時 の 安 全 対 策 上 の 問 題 と な っ

て い る 。  

さ ら に 、書 庫 ・ 倉 庫 ス ペ ー ス が 適 所 に な い こ と や 、 管 理 シ ス テ ム の 課 題 等 に よ

り 、公 文 書 等 の 保 管 が 困 難 と な っ て い る 。さ ら に 、職 員 用 更 衣 ロ ッ カ ー は 、主 に

通 路 に 設 置 し て お り 、休 憩 ス ペ ー ス や リ フ レ ッ シ ュ ス ペ ー ス も ほ と ん ど な い な ど 、

職 員 の 福 利 厚 生 施 設 も 不 足 し て い る 。  

 

第１章 新庁 舎建設 の背景  
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  ⑤ 執務室の柔軟性の不足 

現 庁 舎 は 、 執 務 室 が 狭 く 分 散 し て い る こ と か ら 、 社 会 情 勢 の 変 化 や 組 織 改 変

等 に 柔 軟 に 対 応 で き る 執 務 室 を 確 保 す る こ と が 困 難 で あ る 。  

ま た 、 高 度 情 報 化 に 対 応 し た 機 能 の 導 入 （ フ リ ー ア ク セ ス フ ロ ア な ど ） に 対

応 で き て い な い な ど の 課 題 が あ る 。  

高 度 情 報 化 の 進 展 や 市 民 の ニ ー ズ の 変 化 な ど に あ わ せ て 、 柔 軟 に 対 応 で き る

執 務 室 と す る こ と が 必 要 で あ る 。  

 

  ⑥ 駐車スペースの不足 

現 庁 舎 敷 地 内 に は 、 来 庁 者 用 駐 車 場 74台 分 及 び 公 用 車 用 駐 車 場 89台 分 を 確 保

し て い る 。 し か し 、 来 庁 者 用 駐 車 場 に つ い て は 、 窓 口 の 繁 忙 期 や 議 会 、 会 合 な

ど 行 事 が 重 な る 時 期 に は 満 車 状 態 に な り 、 入 車 待 ち の 車 両 が 連 な っ て い る 。 ま

た 、 公 用 車 駐 車 場 に つ い て も 、 一 部 を 敷 地 外 に 確 保 し て い る 状 況 で あ る 。  

地 域 の 特 性 か ら 、 多 く の 市 民 の 交 通 手 段 と し て 自 動 車 が 利 用 さ れ て い る こ と

に 加 え 、 市 域 が 広 く な っ た こ と に よ り さ ら に 来 庁 者 の 自 動 車 利 用 が 増 加 す る と

考 え ら れ る こ と や 、 職 員 の 緊 急 時 の 対 応 、 事 務 ・ 作 業 効 率 の 向 上 の 観 点 か ら 、

適 切 な 来 庁 者 及 び 公 用 車 用 の 駐 車 ス ペ ー ス が 必 要 で あ る 。  

 

 現 庁 舎 に つ い て は 、 上 記 の さ ま ざ ま な 問 題 点 が 顕 在 化 し て き て い る 。 こ れ ら

の 問 題 点 を 抜 本 的 に 解 決 し 、 市 民 サ ー ビ ス や 行 政 効 率 を 向 上 さ せ 、 か つ 防 災 拠

点 と し て 機 能 す る た め に 新 庁 舎 の 建 設 が 必 要 で あ る 。  

 

第１章 新庁 舎建設 の背景  
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～～～～    第第第第２２２２章章章章    新庁舎新庁舎新庁舎新庁舎のののの基本理念基本理念基本理念基本理念    ～～～～    

 

社 会 的 背 景 及 び 市 庁 舎 の 現 状 や 課 題 、職 員 ア ン ケ ー ト の 結 果 等 を 踏 ま え 、市 民 検 討

委 員 会 に お い て 理 想 の 庁 舎 像 に つ い て 協 議 が 行 わ れ た 。  

市 と し て は 、市 民 検 討 委 員 会 の 協 議 結 果 を 尊 重 し 、 次 の と お り 「 理 想 の 庁 舎 像 」及

び 「 庁 舎 整 備 の 方 向 性 」 を 設 定 す る 。  

 

１ 理想の庁舎像 

 ⑴ 安全・安心な庁舎 

豊 岡 市 は 、 北 但 大 震 災 や 度 重 な る 台 風 の 到 来 に よ る 洪 水 を 経 験 し て お り 、 庁 舎

は 地 震 や 豪 雪 、 豪 雨 な ど の 自 然 災 害 の 発 生 時 に 機 動 的 に 対 応 で き る 機 能 や 、 人 命

救 助 ・ 復 旧 作 業 等 の 指 示 、 情 報 の 収 集 ・ 伝 達 等 災 害 対 策 活 動 の 中 枢 と し て の 機 能

を 備 え る こ と が 重 要 で あ る と 認 識 し て い る 。  

そ の た め 、 防 災 拠 点 と し て 機 能 で き る 災 害 に 強 い 庁 舎 を め ざ す 。  

 

 ⑵ 人にやさしい庁舎 

庁 舎 は 、 子 ど も か ら お 年 寄 り 、 障 害 者 や 外 国 人 な ど 、 多 く の 人 が 日 常 的 に 訪 れ

る 場 で あ り 、訪 れ た 人 た ち が 不 便 や 不 安 を 感 じ る こ と の な い よ う に す る 必 要 が あ

る 。 ま た 、 そ こ で 働 く 職 員 が 、 効 率 的 に 業 務 を 行 う こ と の で き る よ う 快 適 な 執 務

空 間 を 整 備 す る 必 要 が あ る 。  

そ の た め 、 誰 も が 利 用 し や す く 、 働 き や す い 、 人 に や さ し い 庁 舎 を め ざ す 。  

 

 ⑶ 環境にやさしい庁舎 

豊 岡 市 は  “ コ ウ ノ ト リ 悠 然 と 舞 う ふ る さ と ”を 、め ざ す ま ち の 将 来 像 と し て 掲

げ 、コ ウ ノ ト リ も 住 め る 豊 か な 環 境 を 創 造 し 、人 と 自 然 と の 共 生 を め ざ し て い る 。  

そ の た め 、 ま ち の 顔 と も い え る 庁 舎 に お い て も 、 コ ウ ノ ト リ を シ ン ボ ル と す る

市 に ふ さ わ し い 、 環 境 に や さ し く 、 環 境 に つ い て 学 べ る よ う な 庁 舎 を め ざ す 。  

 

 ⑷ 市民に開かれた庁舎 

庁 舎 の 整 備 に あ た り 、 各 地 域 の 市 民 に は 行 政 や 議 会 と の 距 離 が 遠 く な っ て し ま

う と い う 不 安 が あ る 。 ま た 、 市 の 施 策 等 の 情 報 を 得 ら れ る 場 が 少 な い な ど 、 市 政

へ の 関 与 の 機 会 が 少 な く な る と 感 じ ら れ て い る 。  

そ の た め 、 市 民 が 市 政 を 身 近 に 感 じ 、 積 極 的 に 市 政 に 関 与 し て い け る 市 民 参 画

の 拠 点 と な る よ う な 、 市 民 に 開 か れ た 庁 舎 を め ざ す 。  
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⑸ 豊岡市を象徴する庁舎  

豊 岡 市 は 、 豊 か な 自 然 を 象 徴 す る コ ウ ノ ト リ や オ オ サ ン シ ョ ウ ウ オ 、 特 産 品 ・

伝 統 工 芸 で あ る 豊 岡 鞄 、 出 石 焼 、 城 崎 麦 わ ら 細 工 や 但 馬 ち り め ん 、 観 光 資 源 で あ

る 城 崎 温 泉 や 竹 野 浜 海 水 浴 場 、 神 鍋 高 原 な ど 、 さ ま ざ ま な 特 色 を 有 す る ま ち で あ

る 。  

そ の た め 、 互 い の 地 域 の 歴 史 や 文 化 を 理 解 し 、 豊 岡 市 民 と し て 一 体 化 し て い く

こ と が で き る 、 豊 岡 市 の ま ち づ く り を 象 徴 す る よ う な 庁 舎 を め ざ す 。  

 

 ⑹ 時代に即応できる庁舎 

長 期 に わ た る 庁 舎 の 耐 用 年 数 を 考 え た 場 合 、 社 会 情 勢 の 変 化 に 伴 う 行 政 改 革 や

行 政 サ ー ビ ス の 多 様 化 な ど に 伴 い 、組 織 の 改 変 等 が 必 要 と な る こ と が 想 定 さ れ る 。 

そ の た め 、 大 幅 な 改 修 や 増 築 に よ ら ず 、 時 代 の 変 遷 に 即 応 し 、 柔 軟 に 組 織 変 更

等 に 対 応 で き る 庁 舎 を め ざ す 。  

 

 

２ 新庁舎整備の方向性 

 ⑴ 市民を守る防災拠点としての庁舎 

地 震 や 水 害 等 の 自 然 災 害 発 生 時 に お い て も 行 政 機 能 を 維 持 す る だ け で な く 、災

害 対 策 本 部 と し て の 機 能 を 発 揮 で き る よ う 、 耐 震 性 の 確 保 、 ラ イ フ ラ イ ン ・ 情 報

ネ ッ ト ワ ー ク の 強 化 な ど を 行 う と と も に 、 水 害 対 策 に も 配 慮 す る 。  

ま た 、 平 時 に お い て は 、 市 民 の 個 人 情 報 等 を 保 護 す る た め 、 情 報 漏 え い 対 策 等

に 配 慮 し た 整 備 を 行 う 。  

 

 ⑵ 誰もが利用しやすい庁舎 

全 て の 市 民 が 安 全 ・ 快 適 に 庁 舎 を 利 用 す る こ と が で き る よ う 、 機 能 や 設 備 な ど

に ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン を 積 極 的 に 導 入 す る と と も に 、窓 口 機 能 の 充 実 や 交 通 利

便 性 の 向 上 な ど 、 市 民 の 利 便 性 に 配 慮 し た 整 備 を 行 う 。  

ま た 、 庁 舎 で 働 く 職 員 が 、 効 率 的 で 効 果 的 に 業 務 を 行 う こ と が で き る よ う 、 書

類 等 の 保 管 ス ペ ー ス の 確 保 や 情 報 ネ ッ ト ワ ー ク の 整 備 、部 署 間 の 連 携 な ど に 配 慮

し た 適 切 な 執 務 環 境 を 整 え る 。  

 

 ⑶ 環境に配慮した庁舎 

本 市 の 有 す る 豊 か な 自 然 に 配 慮 し た 庁 舎 と す る た め 、 省 エ ネ ル ギ ー 対 策 を 基 本

と し な が ら 、 地 球 環 境 に 配 慮 し た 新 エ ネ ル ギ ー 等 の 活 用 を 検 討 す る 。 ま た 、 建 築

資 材 に つ い て も 、 地 球 環 境 に 配 慮 し た 資 材 や 地 元 資 材 を 積 極 的 に 活 用 す る と と も

に 、 施 設 の 長 寿 命 化 を 見 据 え た 整 備 計 画 と す る 。  

第２章 新庁 舎の基 本理念  
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 ⑷ 市民参画の拠点としての庁舎 

市 民 が 市 政 を 身 近 に 感 じ 積 極 的 に 関 与 で き る 、 市 民 参 画 の 拠 点 と な る よ う 、 開

放 的 な 執 務 空 間 や 議 場 な ど を 整 備 す る 。ま た 、市 民 が 気 軽 に 訪 れ た く な る よ う な 、

た ま り 場 的 な 交 流 ス ペ ー ス の 整 備 を 検 討 す る 。  

 

 ⑸ 豊岡市にふさわしい庁舎 

本 市 の さ ま ざ ま な 特 色 を 市 内 だ け で な く 、 全 国 、 ひ い て は 海 外 へ と Ｐ Ｒ で き る

よ う 、庁 舎 を 訪 れ た 人 た ち が 本 市 の さ ま ざ ま な 魅 力 や ま ち の 特 徴 を 知 る こ と が で

き る 情 報 ス ペ ー ス の 整 備 を 行 う と と も に 、 豊 か な 自 然 景 観 や ま ち な み 景 観 に 配 慮

し た デ ザ イ ン 計 画 と す る 。  

 

 ⑹ 柔軟に対応できる庁舎 

時 代 の 変 遷 に 柔 軟 に 対 応 で き る 庁 舎 と す る た め に 、 ゆ と り あ る 執 務 空 間 を 確 保

す る 。 ま た 、 情 報 通 信 技 術 の 進 展 や 行 政 組 織 の 改 変 等 に 即 応 で き る 庁 舎 と し て 整

備 す る 。  

第２章 新庁 舎の基 本理念  
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～～～～    第第第第３３３３章章章章    新庁舎新庁舎新庁舎新庁舎のののの機能機能機能機能    ～～～～    

  

１ 防災機能 

○  地 震 や 風 水 害 、 火 災 な ど の 災 害 時 に 、 被 災 状 況 を 的 確 に 把 握 し 、 地 域 の 防 災 組

織 や 関 係 機 関 と 連 携 し て 、 速 や か に 対 応 で き る 災 害 対 策 機 能 を 導 入 す る 。  

○  災 害 対 策 本 部 と し て 必 要 な 機 能 （ 通 信 機 器 、 ス ク リ ー ン 等 ） を 備 え た 会 議 室 を

設 置 す る 。  

○  大 規 模 な 地 震 な ど の 災 害 時 に 災 害 対 策 本 部 と し て 機 能 を 維 持 で き る よ う に 、 建

物 自 体 の 耐 震 性 や 安 全 性 等 を 向 上 さ せ る 対 策 に 加 え て 、 自 家 発 電 シ ス テ ム や 貯 水

槽 の 設 置 な ど バ ッ ク ア ッ プ 機 能 の 強 化 を 図 る 。  

○  職 員 の 仮 眠 ス ペ ー ス と し て 利 用 で き る 会 議 室 や 災 害 用 の 資 機 材 や 備 蓄 食 料 の

保 管 庫 等 を 設 置 す る 。  

 

２ 窓口機能 

 ○  窓 口 は 、で き る だ け 低 層 階 に 集 中 さ せ る と と も に 、高 齢 者 や 障 害 者 を は じ め 誰

も が 訪 れ や す く 、 使 い や す い 配 置 と す る 。  

 ○  関 連 し た 手 続 き が 同 一 窓 口 で で き る 総 合 窓 口（ ワ ン ス ト ッ プ サ ー ビ ス ）や 、申

請 な ど の 補 助 を す る 総 合 案 内・フ ロ ア マ ネ ー ジ ャ ー を 設 置 す る と と も に 、用 途 に

応 じ た 相 談 室 等 を 設 け プ ラ イ バ シ ー に 配 慮 す る 。  

 ○  エ レ ベ ー タ ー や ト イ レ な ど は 、動 線 を 考 え た 配 置 に す る と と も に 、多 目 的 ト イ

レ 、 授 乳 室 や キ ッ ズ ス ペ ー ス 等 を 設 置 す る 。  

 

３ 行政機能  

○  執 務 室 ・ 会 議 室 に つ い て は 、 動 線 を 考 慮 し た 配 置 と す る と と も に 、資 料 や 器 材

を 保 管 で き る ス ペ ー ス を 設 け る 。  

○  関 係 部 署 同 士 の 連 携 が 容 易 と な る よ う な 配 置 と す る 。  

○  訪 れ た 市 民 に 職 員 の 業 務 の 様 子 が 見 え る よ う 、ま た 、職 員 か ら も 来 庁 者 の 姿 が

確 認 で き る よ う 、 で き る だ け 執 務 室 を オ ー プ ン に す る 。  

○  重 要 な 情 報 や 個 人 情 報 を 守 る た め 、必 要 に 応 じ て Ｉ Ｄ カ ー ド 等 に よ り 入 退 室 管

理 を 行 う 。  

○  今 後 の 組 織 変 更 、高 度 情 報 化 社 会 の 進 展 や 事 務 シ ス テ ム の 変 化 に も 適 応 で き る

執 務 室 と す る 。  

 

４ 意思決定（執行）機能  

○  市 の 意 思 決 定 の た め の 協 議 ス ペ ー ス を 設 け る 。  

○  各 部 署 に は 、 必 要 に 応 じ 打 合 せ ス ペ ー ス や 応 接 ス ペ ー ス を 設 け る 。  

○  関 係 部 署 に つ い て は 、 可 能 な 限 り 一 体 的 な 配 置 と す る 。  

第３章 新庁 舎の機 能  
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５ 議会機能  

○  傍 聴 席 は 、 誰 も が 見 や す く 、 聞 き や す く 、 出 入 り し や す い 施 設 と す る 。  

○  議 場 ・ 委 員 会 室 に つ い て は 、議 会 運 営 に 支 障 の な い 範 囲 内 で 、 市 民 が 利 用 で き

る 方 法 を 検 討 す る 。  

○  ロ ビ ー な ど で 議 会 や 委 員 会 の 様 子 を モ ニ タ ー 中 継 し た り 、イ ン タ ー ネ ッ ト 配 信

し た り す る な ど 市 民 が 気 軽 に 傍 聴 で き る 方 法 を 検 討 す る 。  

 

６ アーカイブ（古文書、公文書収蔵スペース）機能  

○  地 域 の 歴 史 ・ 文 化 を 後 世 に 残 す 必 要 が あ る 公 文 書 な ど を 収 蔵 で き る ス ペ ー ス を

設 け る 。  

○  公 文 書 の 管 理 シ ス テ ム を 構 築 し 、 文 書 の ス リ ム 化 を 図 る と と も に 、 保 存 文 書 の

検 索 が 容 易 に で き る 施 設 と す る 。  

 

７ 駐車場機能    

○  来 庁 者 用 駐 車 場 に つ い て は 、 駐 車 状 況 が 道 路 か ら わ か る 案 内 表 示 を 設 置 す る と

と も に 、 出 入 り が し や す く 、 動 線 を 考 え た 駐 車 場 と す る 。  

○  公 用 車 用 駐 車 場 に つ い て は 、 日 常 的 な 業 務 の み な ら ず 、 非 常 時 に も 機 動 的 に 対

応 で き る よ う 配 慮 す る 。  

 

８ その他機能 

 ○  市民が憩い、集えるパブリックスペース  

広 大 な 市 域 を 有 す る 本 市 に お い て 、 市 民 の 一 体 感 を 醸 成 す る た め の 場 と し て 、

市 民 が 気 軽 に 庁 舎 を 訪 れ 、 そ こ で 新 た に 人 と 人 と の 交 流 が 生 ま れ る よ う な 、 市 民

が 憩 い 、 集 え る た ま り 場 的 な 施 設 を 導 入 す る こ と が 必 要 で あ る 。 ま た 、 駐 車 場 等

の ス ペ ー ス に つ い て は 、 イ ベ ン ト 等 が 開 催 で き る よ う に 配 慮 す る 。  

 

 ○  地域の歴史・文化など、地域資源やまちづくりの方向などをＰＲできるスペース 

本 市 が 有 す る 多 様 な 魅 力 、 ま ち の 特 徴 （ セ ー ル ス ポ イ ン ト 、 歴 史 ・ 文 化 ） や ま

ち づ く り の 方 向 性 、 市 政 や イ ベ ン ト な ど の 情 報 を 、 訪 れ た 人 た ち に 情 報 発 信 で き

る よ う な ス ペ ー ス を 設 置 す る 。  

 

 ○  生活利便施設（銀行ＡＴＭ、売店・飲食店等）  

市 民 の 利 便 性 向 上 の 観 点 か ら 、 周 辺 の 商 店 街 等 と の 連 携 を 図 っ た 上 で 、 銀 行

ATM 、 売 店 ・ 飲 食 店 等 の 生 活 利 便 施 設 の 整 備 を 検 討 す る 。  
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～～～～    第第第第４４４４章章章章    新庁舎新庁舎新庁舎新庁舎のののの規模規模規模規模    ～～～～    

 

１ 規模算定の基本指標 

⑴ 人口及び職員数 

 新 庁 舎 は 、 今 後 長 期 に わ た り 使 用 す る こ と と な る が 、 人 口 や 政 策 な ど に よ っ て

職 員 数 の 変 動 が 考 え ら れ 、 人 口 や 職 員 数 を 算 定 す る 基 準 を 設 定 す る 必 要 が あ る 。  

人 口 に つ い て は 、本 市 の 総 合 計 画 に よ る 定 住 人 口 の 目 標 数 値 90,000人（ 平 成 28年 ）、

職 員 数 に つ い て は 、 定 員 適 正 化 計 画 を 基 に 新 庁 舎 開 設 時 （ 平 成 25年 4月 1日 ） に お

け る 計 画 職 員 数 530人 （ 臨 時 ・ 嘱 託 職 員 を 含 む 。） と す る 。  

 

⑵ 議員数 

 市 議 会 の 議 員 数 は 、「 豊 岡 市 議 会 議 員 定 数 条 例（ 平 成 20年 9 月 30日 条 例 第 42号 ）」

に 定 め る 26人 と す る 。  

 

２ 新庁舎の規模 

⑴ 起債許可標準面積算定基準（総務省）を使用した事務室等の面積算定 

起 債 許 可 標 準 面 積 算 定 基 準 （ 総 務 省 ） の 計 算 方 法 を 使 用 し て 、 平 成 25年 ４ 月 １

日 時 点 の 職 員 数 及 び 議 員 数 に よ っ て 算 定 し た 面 積 は 、 下 表 の と お り で あ る 。  
 

【起債許可標準面積算定基準（総務省）を使用した事務室等の面積算定】 

区 分  職員数  換算率  基準面積  算出面積 (㎡ ) 

特別職  ４  20 360.00 

部長級  13 9 526.50 

課長級  52 5 1,170.00 

課長補佐 ・係 長級 109 2 981.00 

一 般 職 員 (臨 時 ・ 嘱 託 含 む ) 325 1 1,462.50 

ア  事  務  室  

一般職員 （製 図者）  27 1.7 

4.5㎡ /人  

206.55 

イ  倉   庫  アの面積 4,706 .55㎡×13.0％  611.85 

ウ  会議 室等  職員数 530人×7.0㎡  3,710.00 

エ  玄関 室等  ア～ウの 面積9,020.4㎡×40％  3,611.36 

オ  議会 関係  議員定数 26人×35.0㎡  910.00 

 合 計  13,549.7 6 

※ 区分別の職員数 については、 平成20年４月 １日時点の区 分構成比率を もとに算定し た人数である 。  

※ 特別職は、４人 と仮定する。 

※ 嘱託・臨時職員 については、 起債許可標準 面積の対象外 である。 

 

⑵ 公用車駐車場（建物）の面積算定 

公 用 車 駐 車 場 （ 建 物 ） は 、 起 債 許 可 の 対 象 と な る 面 積 に 含 ま れ る た め 、 建 設 用

地 の ゾ ー ニ ン グ の 検 討 に 合 わ せ て 、 必 要 面 積 の 算 定 を 行 う こ と と す る 。  
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 ⑶ 行政機能以外の機能に必要な面積算定 

起 債 の 対 象 外 と な る 行 政 機 能 以 外 の 機 能 に 必 要 な 面 積 に つ い て は 、 効 率 的 か つ

利 便 性 の 高 い 庁 舎 と す る た め 、 新 営 一 般 庁 舎 面 積 算 定 基 準 （ 国 土 交 通 省 ） や 先 進

の 自 治 体 事 例 を 参 考 と し て 、 市 民 の 利 便 性 、 業 務 の 効 率 性 や 財 政 的 な 視 点 か ら 別

途 検 討 す る こ と と す る 。  

 

３ 駐車場の規模 

 駐 車 場 規 模 の 検 討 に あ た っ て は 、 現 在 の 駐 車 場 の 設 置 状 況 及 び 来 庁 者 用 駐 車 場 の

利 用 状 況 等 を 踏 ま え 、同 規 模 の 自 治 体 の 事 例 に よ る 推 定 や 文 献 に よ る 試 算 を も と に 、

新 庁 舎 建 設 時 に 必 要 と 考 え ら れ る 駐 車 台 数 を 算 定 す る 。  

⑴  来庁者用駐車場  

 来 庁 者 用 駐 車 場 に つ い て は 、 人 口 80,000～ 100,000人 程 度 の 同 規 模 の 自 治 体

の デ ー タ に よ り 推 定 さ れ た 136台 と 、「 最 大 滞 留 量 の 近 似 的 算 定 法 」（ 岡 田 光 正 ）

に よ り 試 算 さ れ た 103台 の 平 均 値 の 120台 を 必 要 台 数 と す る 。  

 

⑵  公用車用駐車場  

 公 用 車 用 駐 車 場 に つ い て は 、 現 在 、 敷 地 外 に 駐 車 し て い る 車 両 及 び 、 本 庁 へ 移

動 す る 部 署 が 所 管 し て い る 車 両 等 を 考 慮 し 、 100台 を 必 要 台 数 と す る 。  

 

⑶  議員・報道用駐車場  

 議 員 ・ 報 道 用 車 両 に つ い て は 、 現 在 、 定 期 券 に よ り 来 庁 者 用 駐 車 場 を 利 用 し て

い る 状 況 で あ り 、 新 庁 舎 建 設 時 点 の 議 員 定 数 26人 及 び 報 道 関 係 10社 程 度 の 合 計 36

台 を 必 要 台 数 と す る 。  

 

⑷  職員用駐車場  

職 員 用 駐 車 場 に つ い て は 、 現 在 ７ 割 以 上 の 職 員 が 自 家 用 車 で 通 勤 し て い る と 推

定 さ れ て お り 、 新 庁 舎 建 設 時 点 の 想 定 職 員 数 か ら 推 定 さ れ る 408台 を 必 要 台 数 と

す る 。  

 

算 出 さ れ た 駐 車 場 の 必 要 台 数 は 次 の と お り で あ る 。  

【駐車場の必要台数】  

 来庁者用  公用車用  議員・報道用  職員用  合  計  

必要駐車 台数 120台  100台  36台  408台  664台  

   ※  建 設位置 によっ ては、 民間 駐車場 等の活 用も含 めて 検討す る必要 があ る。 

第４章 新庁 舎の規 模  
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～～～～    第第第第５５５５章章章章    新庁舎建設事業計画新庁舎建設事業計画新庁舎建設事業計画新庁舎建設事業計画    ～～～～    

 

１ 事業費及び財源 

本 市 の 財 政 計 画 で は 、新 庁 舎 建 設 事 業 の 概 算 工 事 費 と し て 50億 円 を 想 定 し て い る

が 、 仮 庁 舎 整 備 費 、 移 転 費 用 等 の 付 帯 費 用 は 含 ま れ て い な い 。  

今 後 、 平 成 21年 ３ 月 中 に 策 定 す る 基 本 計 画 の 中 で 、 庁 舎 に 必 要 な 規 模 ・ 機 能 を 具

体 化 す る と と も に 、 事 業 費 に つ い て も 具 体 的 な 積 算 を 行 う こ と に な る が 、 華 美 な 要

素 を 排 除 し 、 無 駄 を 省 い た ス リ ム な 庁 舎 を め ざ し 、 建 設 に 要 す る 費 用 の 抑 制 に 努 め

る こ と と す る 。  

ま た 、 庁 舎 建 設 の 財 源 と し て は 、 庁 舎 建 設 基 金 （ 平 成 19年 度 末 ： 12 .6 億 円 ） 等

の 活 用 と と も に 、 合 併 特 例 債 （ 起 債 対 象 事 業 費 × 95％ ： 元 利 償 還 金 の 70％ が 普 通 交

付 税 算 入 ） の 活 用 を 図 る こ と と す る 。  

し か し 、合 併 特 例 債 と い え ど も 後 年 度 負 担 を 伴 う こ と か ら 、 行 政 改 革 の 推 進 を 図

り な が ら 、 健 全 財 政 の 維 持 に 努 め る こ と と す る 。  

 

２ 事業手法の選定 

 ⑴ 事業手法の検討 

公 共 施 設 の 建 設 に 係 る 事 業 手 法 に つ い て は 、 近 年 、 施 設 の 設 計 ・ 建 設 か ら 維 持

管 理 ・ 運 営 に い た る 一 連 の 業 務 に 民 間 の 資 金 ・ 経 営 能 力 ・ 技 術 的 能 力 を 活 用 す る

Ｐ Ｆ Ｉ 方 式 等 の 導 入 の 検 討 が 求 め ら れ て い る 。  

庁 舎 建 設 で は 次 の 事 業 手 法 が 想 定 さ れ る 。  

  ①  直接建設方式（従来手法） 

通 常 の 公 共 事 業 の 実 施 手 法 で あ り 、 市 の 財 政 資 金 を 用 い て 、 設 計 、 建 設 、 維

持 管 理 及 び 運 営 業 務 に つ い て 、 そ れ ぞ れ 民 間 事 業 者 へ 委 託 ・ 発 注 す る 方 式 で あ

る 。  

 

  ② ＤＢＯ方式（公設民営手法） 

市 の 財 政 資 金 を 用 い て 、 施 設 の 所 有 権 を 有 し た ま ま 、 民 間 事 業 者 に 設 計 、 建

設 、 維 持 管 理 及 び 運 営 業 務 を 一 体 的 に 委 ね る 方 式 で あ る 。  

な お 、設 計・ 建 設 業 務 の 一 括 方 式 と し て 、運 営 業 務 を 除 い た Ｄ Ｂ 方 式 も あ る 。  

※  DB O方 式 は Ｐ Ｆ Ｉ 法 に 基 づ く も の で は な い が 、公 平 性 ・透 明 性 を 確 保 す る た め に Ｐ Ｆ Ｉ 法 に 準

じ て 事 業 実 施 す る こ と が 望 ま し い 。  
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  ③ ＰＦＩ方式ＢＴＯ型 

Ｐ Ｆ Ｉ 法 に 基 づ い て 、 民 間 事 業 者 が 自 ら 資 金 調 達 を 行 い 、 設 計 ・ 建 設 業 務 を

一 体 的 に 行 い 、 施 設 整 備 後 に 所 有 権 を 市 に 移 転 し た の ち 、 運 営 ・ 維 持 管 理 業 務

を 実 施 す る 方 式 で あ る 。  

な お 、 Ｐ Ｆ Ｉ 方 式 で は 、 そ の ほ か Ｂ Ｏ Ｔ 型 、 Ｂ Ｏ Ｏ 型 等 が あ る が 、 庁 舎 と い

う 観 点 か ら 、 市 が 施 設 所 有 者 と な る Ｂ Ｔ Ｏ 方 式 が 有 効 で あ る と 考 え ら れ る 。  

 

 ④ リース方式 

市 は 、 市 有 地 を 民 間 事 業 者 に 低 廉 で 貸 与 し 、 民 間 事 業 者 は 、 施 設 の 設 計 、 建

設 及 び 維 持 管 理 業 務 を 行 う 方 式 （ 普 通 借 地 権 ） で あ る 。  

民 間 事 業 者 が 、 施 設 の リ ー ス 料 の 支 払 い に よ り 資 金 を 回 収 し 、 契 約 期 間 終 了

後 、 市 へ 施 設 を 無 償 譲 渡 す る こ と も で き る 。 運 営 を 含 ま な い 事 業 に お い て 、 一

部 普 及 し つ つ あ る 。  

 

⑵ 事業手法の選定 

Ｐ Ｆ Ｉ 方 式 な ど 民 間 活 力 導 入 に よ る 事 業 手 法 を 活 用 し た 場 合 、 次 の よ う な 問 題

が 生 じ る と 考 え ら れ る 。  

 

○  可 能 性 調 査 に ６ ヵ 月 以 上 、民 間 事 業 者 選 定 業 務 に １ 年 以 上 が 必 要 と な り 、

概 ね ２ 年 程 度 事 業 期 間 が 延 び る 。  

○  事 業 期 間 が 長 期 に わ た る こ と か ら 、民 間 事 業 者 に と っ て 魅 力 的 な 事 業 で

な け れ ば 、 適 切 な 競 争 環 境 が 確 保 さ れ ず 、 落 札 さ れ な い 可 能 性 が あ る 。  

 

  庁 舎 建 設 に つ い て は 、 民 間 事 業 者 の 創 意 工 夫 に よ る サ ー ビ ス 向 上 や 維 持 管 理 ・

運 営 業 務 が 少 な い こ と か ら 財 政 負 担 の 軽 減 の 効 果 が 少 な い こ と 、 特 に 、 合 併 特 例

債 の 活 用 が 前 提 で あ る た め 、 制 約 や 期 限 が あ る こ と 等 を 考 慮 す る と 、 速 や か に 新

庁 舎 建 設 事 業 を 推 進 で き る 手 法 を 採 用 す る 必 要 が あ る 。  

  よ っ て 、本 事 業 に つ い て は 、従 来 方 式（ 直 接 建 設 方 式 ）を 採 用 す る こ と と す る 。  
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３ 建設スケジュール 

新 庁 舎 の 建 設 は 、 行 政 組 織 の 一 本 化 に よ っ て 大 き な 合 併 効 果 を 生 み 出 す こ と が で

き 、 新 市 の 一 体 化 、 市 民 サ ー ビ ス の 向 上 に も つ な が る 重 要 な 事 業 で あ る 。  

合 併 協 定 及 び 新 市 建 設 計 画 で は 、 合 併 特 例 債 の 適 用 期 限 内 に 建 設 す る も の と し て

位 置 付 け ら れ て お り 、新 庁 舎 の 建 設 に 伴 う さ ま ざ ま な 効 果 を 早 期 に 発 揮 で き る よ う 、

平 成 ２5年 度 の 新 庁 舎 へ の 移 転 を め ざ し て 、 円 滑 な 事 業 の 推 進 に 努 め る こ と と す る 。  

な お 、 建 設 ま で の ス ケ ジ ュ ー ル は 、 下 記 の と お り 想 定 し て い る が 、 平 成 ２1年 度 以

降 の ス ケ ジ ュ ー ル に つ い て は 、 今 後 策 定 す る 基 本 計 画 、 基 本 設 計 の 中 で 具 体 化 を 図

る も の と す る 。  

 

【新庁舎建設スケジュール】  

年 度  平成 20年 度  平成 21年 度  平成 22年 度  平成 23年 度  平成 24年 度  

内  容  
基本構想  

基本計画  

基本設計  

実施設計  

実施設計  

建設工事  
建設工事  建設工事  
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～～～～    第第第第６６６６章章章章    新庁舎建設新庁舎建設新庁舎建設新庁舎建設地地地地    ～～～～    

 

１ 建設地選定の流れ 

新 庁 舎 の 建 設 地 選 定 の 流 れ は 次 の と お り で あ る 。  

市 民 検 討 委 員 会 に お い て 建 設 候 補 地 が 選 定 さ れ 、市 は 、そ の 結 果 を 受 け て 、 建 設

地 を 決 定 す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤⑤⑤⑤    建建建建設設設設地地地地のののの決定決定決定決定 

 

②②②②     一次評価一次評価一次評価一次評価によるによるによるによる建設候補地建設候補地建設候補地建設候補地 のののの絞込絞込絞込絞込みみみみ     

○以下の４つの条件により絞込み  

・適正規模 ・市民の利便性 ・事業の実現可能性  ・事業の確実性  

①①①①     建設候補地建設候補地建設候補地建設候補地 のののの抽出抽出抽出抽出     

○概ね 10,000 ㎡以上の土地を抽出  

 

③③③③     二次評価二次評価二次評価二次評価によるによるによるによる 建設候補地建設候補地建設候補地建設候補地のののの選定選定選定選定     

○以下の４つの視点からの二次評価 

・まちづくりとの整合性 ・市民の利便性 ・事業の実現可能性 

・防災拠点・安全性 

④④④④     市民検討委員会市民検討委員会市民検討委員会市民検討委員会 によるによるによるによる建設候補地建設候補地建設候補地建設候補地のののの選定選定選定選定     

市民検討委員会  

豊岡市豊岡市豊岡市豊岡市     
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２ 市民検討委員会による建設候補地の評価 

 ⑴ 一次評価による建設候補地の絞込み 

市 全 域 か ら 現 在 地 を 含 め 敷 地 面 積 が 概 ね 10,000㎡ 以 上 の 土 地 、28箇 所 が 抽 出 さ

れ た 。  

一 次 評 価 と し て は 、 抽 出 し た 候 補 地 か ら 新 庁 舎 建 設 が 可 能 な 敷 地 面 積 を 確 保 す

る た め の 「 適 正 規 模 の 判 断 」 の 視 点 の ほ か 、 市 民 の 交 通 利 便 性 や 関 係 官 公 署 と の

連 携 の 容 易 性 な ど 、 地 方 自 治 法 （ 第 ４ 条 第 ２ 項 ） の 規 定 に 則 し た 「 市 民 の 利 便 性

の 確 保 」 の 視 点 、 既 に 他 の 事 業 等 に 使 用 さ れ て い な い か を 判 断 す る 「 事 業 の 実 現

可 能 性 」 の 視 点 、 土 地 取 得 や 造 成 工 事 に 多 大 な 費 用 や 期 間 を 要 し な い か を 判 断 す

る 「 事 業 の 確 実 性 」 の 視 点 に 基 づ き 絞 込 み が 行 わ れ た 。  

な お 、 一 次 評 価 に お い て は 、 候 補 地 と し て の 最 低 要 件 を 満 足 し て い る か 否 か を

判 断 す る も の で あ る た め 、 基 本 的 に １ つ で も 不 可 が あ る 場 合 に は 候 補 地 に は な り

得 な い も の と す る 。 以 上 の 結 果 と し て 候 補 地 は ３ 箇 所 に 絞 り 込 ま れ た 。  

 

 ⑵ 二次評価による建設候補地の選定 

  ① 候補地の概要 

一 次 評 価 で 絞 り 込 ま れ た ３ つ の 候 補 地 に つ い て 、 二 次 評 価 が 行 わ れ た 。 候 補

地 の 概 要 は 次 の と お り で あ る 。  

【二次評 価の 候補地 】 

敷地名称 所有区分 
敷地面積 
（㎡） 

用途区域 備 考 

現 在 地 市有地 10,372 商業地域  
南庁舎別館、防災センター用地

を除く。 

さ と う 跡 地 民有地 10,030 第二種住 居地 域 
近隣に職業訓練校跡地あり。 

県立豊岡南高校跡地 県有地 約60,000 無指定  
豊岡南高校跡地としては、他に

山林等あり。 
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  現 在 地  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  さ と う 跡 地  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  県 立 豊 岡 南 高 校 跡 地  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略図 面 積10,372㎡  遠景（南方 向か ら） 

略図 面 積10,030㎡  遠景（西 方向 から） 

略図 面 積約60,000㎡  遠景（南 方向 から） 
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 ② 二次評価の考え方（二次評価の視点） 

二 次 評 価 に つ い て は 、 本 施 設 が 庁 舎 で あ る と い う こ と を 踏 ま え 、 以 下 の ４ つ の

視 点 か ら 評 価 が 行 わ れ た 。  

ま た 、 各 項 目 の 配 点 割 合 に つ い て は 、 ① 、 ② 及 び ④ に つ い て は 、 い ず れ も 同 等

に 重 要 で あ る が 、 ③ の 事 業 の 実 現 可 能 性 に つ い て は 、 既 に 実 現 性 の 高 い 候 補 地 を

選 定 し て い る こ と か ら 、 次 の と お り 配 点 し 評 価 項 目 に 基 づ き 評 価 さ れ た 。  
 

評価の視 点 評価の主 な内 容 配  点  

①  まち づく りとの 整合性 

庁舎は市 の顔（シン ボル ）とな る施 設であ るとと

もに、今ま でのま ちづく りの形 成過 程や周 辺地域

への配慮 が必 要であ るため 、地域 経済 への貢 献、

新 た な 発 展 可 能 性 等 に つ い て 評 価 す る 必 要 が あ

る。 

30点  

②  市 民 の 利 便 性 

地 方 自 治 法 第 ４ 条 第 ２ 項 に 規 定 さ れ て い る と お

り、市 民が 利用し やすい 位置で ある ことが 最も重

要である ため 、人口 重心 からの 距離 、他の 官公署

と の 位 置 関 係 や 交 通 ア ク セ ス 等 に つ い て 評 価 す

る必要が ある 。 

30点  

③  事 業 の 実 現 可 能 性 

新 庁 舎 建 設 事 業 の 財 源 と し て 合 併 特 例 債 を 充 て

る予定で あり 、合 併後10年以内 に整 備を終 える必

要がある ため 、用 地取得 の確実 性や 周辺道 路の整

備の必要 性等 につい て評価 する必 要が ある。 

10点  

④  防 災 拠 点 ・ 安 全 性 

庁 舎 に は 防 災 拠 点 と し て の 機 能 が 必 要 で あ る た

め、災 害時 の安全 性や災 害対策 本部 として の活動

容易性等 につ いて評 価する 必要が ある 。 

30点  
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【評価項 目】 

評価項目 評価の視点 

中項目  小項目  

ま ち づ く り と の 整 合 性 都市基盤     整備状況 

 （ 30点）  市街地形成状況  中心市街地との連携 

    情報交流文化等施設 の集積度 

  地域貢献性    地域の発展性 

    周辺経済への影響 

    周辺の資産価値向上 

    都市イメージの向上 

  周辺景観・環境  シンボル性のある景 観形成 

    都市公園との近接性 

    周辺景観・環境との 調和 

    環境の保全 

  関連法令・計画との整 合性  総合計 画・ 基本計 画と の整合 性、 都市 計画

マスタープランとの 整合性 

    まちづくり三法との 整合性 

  職員用駐車場の確保・影響  職員用駐車場の確保 の容易性 

    通勤用車両による周 辺交通への影 響 

市 民 の 利 便 性 地理的状況    人口重心との近接性 

 （ 30点）  都市機能の集積  他の官公署との位置 関係 

    金融機関、商業施設 等との位置関 係 

  交通アクセス   公共交 通（ 公共交 通機 関よる アク セス ・ネ

ットワーク性） 

    周辺道路からのアク セス性 

    自転車・歩行者交通 

事 業 の 実 現 可 能 性 敷地条件等の適性 用地取得の確実性 

（10点）    敷地の形態、規模の 柔軟性 

    法令適合性（用途地 域等） 

  財政負担の軽減  用地取得費（造成を 含む。） 

  付帯費用 

  工期の確実性   合併特例債適用期間 内での整備 

  工事期間中の対応 工事の周辺への影響 

  周辺インフラの整備 道路整備等の必要性 

防 災 拠 点 ・ 安 全 性 災害からの安全性 地震（地質、地盤） 

 （ 30点）    水害等（標高、地形 ） 

    火災（類焼の危険性 ） 

  機能維持性    災害時のアクセス（ 容易性・多様 性） 

    救援活動の容易性 

    災害対策機関との連 携 
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 ⑶ 評価の結果 

市 民 検 討 委 員 会 で は 、 次 の と お り 現 在 地 が 、 最 高 得 点 で あ り 他 の 候 補 地 と も 点

数 の ひ ら き が あ っ た た め 、 建 設 候 補 地 と 選 定 さ れ た 。  

 現在地  さとう跡 地 県立豊岡南高校跡地 

ま ち づ く り と の 整 合 性  

（ 30点）  
25.5 20.3 17.4 

市 民 の 利 便 性 

（ 30点）  
26.5 20.5 14.7 

事 業 の 実 現 可 能 性 

（ 10点）  
7.2 6.4 7.4 

防 災 拠 点 ・ 安 全 性 

（ 30点）  
18.9 17.8 16.8 

合  計  78.1 65.0 56.2 

※  P.26の 小 項 目 を ５ 点 満 点 で 各 委 員 が 採 点 し 、 各 視 点 毎 に 集 計 し た 点 数 の 合 計 を 、 30： 30：

10： 30に な る よ う に 係 数 を 乗 じ 、 100点 満 点 に 換 算 し た 点 数 を 平 均 し た 結 果 で あ る 。  

※  小 数 点 第 ２ 位 を 四 捨 五 入 し た た め 合 計 が 一 致 し な い 場 合 が あ る 。  

 

３ 新庁舎建設地の決定 

市 民 検 討 委 員 会 で 新 庁 舎 建 設 候 補 地 と し て 選 定 さ れ た 結 果 を 尊 重 し 、合 併 協 議 に

お け る 本 庁 決 定 の プ ロ セ ス 、ま ち づ く り と の 整 合 性 、総 合 計 画 及 び 都 市 計 画 マ ス タ

ー プ ラ ン を 勘 案 し 、 現 在 地 を 新 庁 舎 建 設 地 と し て 決 定 す る 。  

現 在 地 の 概 要 は 次 の と お り で あ る 。  

 

  【敷地概要】 

敷地名称 
所在地 

(住居表示) 
所有者 

敷地面積 

（㎡） 
備 考 

本庁舎敷地 
中央町128番地１外 

（中央町２番４号） 
豊岡市 8,786 

 

東庁舎別館敷地 
中央町150番地外 

（中央町３番11号） 
豊岡市 1,586  

合 計 10,372 
 

 ※  職員用駐車場については、従来どおり民間駐車場等を活用することとする。 
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 【敷地条件】 

項  目  本庁舎敷地 東庁舎別館敷地 

用 途 地 域 商業地域 商業地域 

建 ぺ い 率 80％ 80％ 

容 積 率 500％ 500％ 

日 影 制 限 なし なし 

防火地域・準防火地域の指定 なし なし 

適用距離 25ｍ 25ｍ 
道路斜線 

勾 配 1.5 1.5 

適用距離 31ｍ 31ｍ 
隣地斜線 

勾 配 2.5 2.5 

斜 線 規 制 

北側斜線    

東 側 市道大開常盤線 幅員 7.78m  

西 側 市道京極線   幅員 9.37m 市道大開常盤線  幅員 7.78m 

南 側 市道大開線   幅員16.95m  
接 面 道 路 

北 側 市道永楽線   幅員 7.30m 市道永楽線     幅員 7.30m 

 

  な お 、 市 民 検 討 委 員 会 か ら は 、 以 下 の 点 に 留 意 す る こ と が 求 め ら れ て い る 。  

 

 ⑴ 災害対策に十分配慮すること 

地 震 、 水 害 、 類 焼 に 強 い 安 全 ・ 安 心 な 庁 舎 を 実 現 す る た め 、 建 物 の 構 造 、 部 署

や 設 備 の 配 置 及 び 緩 衝 と な る 空 地 （ 広 場 ） に つ い て 、 十 分 配 慮 し た 施 設 計 画 と す

る こ と 。  

 

⑵ 仮庁舎費用を抑制する方策を検討すること 

現 在 地 で の 建 替 え で あ る た め 、 仮 庁 舎 に 要 す る 費 用 が 懸 念 さ れ る 。 工 事 手 法 を

十 分 検 討 す る と と も に 、 既 存 施 設 を 最 大 限 に 有 効 活 用 し て 、 仮 庁 舎 に 係 る 費 用 を

削 減 す る こ と 。  

 

⑶ 市民の利便性確保に十分配慮すること 

 十 分 な 来 庁 者 用 駐 車 場 を 確 保 す る と と も に 、交 通 利 便 性 の 向 上 に 配 慮 す る こ

と 。本 庁 舎 が 遠 く な る と い う 市 民 の 不 安 を で き る 限 り 解 消 で き る よ う 、支 所 に

お け る 市 民 サ ー ビ ス の 提 供 に も 十 分 配 慮 す る こ と 。  
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～～～～    第第第第７７７７章章章章    今後今後今後今後のののの課題課題課題課題    ～～～～    

  

 新 庁 舎 建 設 に 係 る 基 本 計 画 の 検 討 に あ た っ て は 、 以 下 の 課 題 が あ げ ら れ る 。  

 

 ○  災害対策への配慮  

地 震 や 風 水 害 、 火 災 な ど の 災 害 時 に 十 分 に 機 能 で き る 施 設 と す る 。  

現 在 地 周 辺 は 、 過 去 に 水 害 を 受 け た 地 域 で あ り 、 ま た 防 災 ハ ザ ー ド マ ッ プ に お

い て も 水 害 が 予 想 さ れ る こ と か ら 、 敷 地 高 の 配 慮 や 水 の 進 入 防 止 策 、 さ ら に 浸 水

時 の 対 策 等 の 二 重 三 重 の 対 策 を 講 じ る 必 要 が あ る 。  

 

 

 ○  現在地周辺のまちづくりとの連携  

理 想 の 庁 舎 像 と し て あ げ ら れ て い る 機 能 は 、 新 庁 舎 の 建 物 内 部 に 必 ず し も 入 っ

て い る 必 要 は な い 。 現 庁 舎 周 辺 が 中 心 市 街 地 で あ る こ と か ら 、 周 辺 商 店 街 等 に お

い て 機 能 ・ 施 設 が 充 足 し て い れ ば よ い 。 む し ろ 中 心 市 街 地 の 活 性 化 や 来 庁 す る 人

々 に よ る に ぎ わ い や 交 流 を 考 え た 場 合 、 庁 舎 外 部 に 整 備 さ れ る こ と が 望 ま し い 機

能 が あ る 。 こ の た め 、 現 在 地 周 辺 の 状 況 や 導 入 機 能 ・ 施 設 等 の あ り 方 を 十 分 に 踏

ま え た 上 で 、 周 辺 ま ち づ く り と の 連 携 を 図 っ て い く 必 要 が あ る 。  

 

 

 ○  総合支所の利活用の推進  

庁 舎 機 能 が 新 庁 舎 へ 統 合 ・ 集 約 さ れ る こ と か ら 、 現 総 合 支 所 の 空 き ス ペ ー ス の

利 活 用 を 図 る 必 要 が あ る 。 既 に 各 支 所 で 、 一 定 の 利 活 用 が 図 ら れ て い る が 、 有 効

利 用 に 向 け た 一 層 の 活 用 方 策 を 検 討 し て い く 必 要 が あ る 。  

 

  

 ○  行政サービスの維持・向上  

庁 舎 機 能 が 新 庁 舎 へ 統 合 ・ 集 約 さ れ る こ と か ら 、 現 総 合 支 所 等 の 行 政 サ ー ビ ス

が 低 下 し な い よ う 、 よ り 一 層 の 情 報 ネ ッ ト ワ ー ク の 充 実 や 人 員 配 置 等 、 ハ ー ド ・

ソ フ ト 両 面 に お い て 、 行 政 サ ー ビ ス の 維 持 ・ 向 上 に 向 け た 取 組 み を 検 討 し て い く

必 要 が あ る 。  
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○  現庁舎保存の可能性検討  

現 庁 舎 は 、大 正 14年 の 北 但 大 震 災 か ら の 復 興 の シ ン ボ ル と し て 認 識 さ れ て お り 、

今 後 新 庁 舎 の 基 本 計 画 や 基 本 設 計 を 進 め る に あ た っ て は 、 現 庁 舎 の 活 用 や 保 存 な

ど に つ い て も 検 討 し て い く 必 要 が あ る 。  

現 庁 舎 は 、 建 築 後 80年 以 上 が 経 過 し て お り 、 耐 震 診 断 ・ 補 強 の 問 題 、 コ ン ク リ

ー ト や 設 備 の 耐 用 年 数 な ど の 問 題 が あ る 。 こ の た め 、 豊 岡 の 固 有 の 自 然 ・ 歴 史 ・

文 化 な ど を 大 切 に す る ま ち づ く り の 理 念 を も と に 、 活 用 の 可 能 性 を 探 る こ と を 基

本 と す る が 、 技 術 的 ・ 財 政 的 観 点 も 十 分 に 踏 ま え た 上 で 、 保 存 の 可 否 に つ い て 総

合 的 に 判 断 す る 必 要 が あ る 。  

 

 

○  事業費を抑えた施設整備方策の検討  

社 会 経 済 情 勢 が 低 迷 し 、 本 市 に お い て も 財 政 的 な 余 力 が 少 な い 中 、 極 力 事 業 費

を 抑 え た 施 設 整 備 を 検 討 し て い く 必 要 が あ る 。  

市 民 検 討 委 員 会 に お い て も 議 論 さ れ た と お り 、厳 し い 財 政 状 況 を 踏 ま え た 上 で 、

身 の 丈 に あ っ た 新 庁 舎 建 設 を 進 め る こ と が 必 要 で あ る 。  
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○  豊岡市新庁舎建設推進本部設置規程  

 

 （設置）  

第１条 新庁舎建設の推進を図るため、豊岡市新庁舎建設推進本部（以下「本部」

という。）を置く。  

（所掌事務）  

第２条 本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。  

 ⑴ 新庁舎建設の機能、規模及び施設計画に関すること。  

 ⑵ その他新庁舎建設に関する重要事項に関すること。  

 （組織）  

第３条 本部は、本部長、副本部長及び本部員 18 人以内で組織する。  

２  本部長は副市長を、副本部長は収入役をもって充てる。  

３  本部員は、市職員のうちから市長が任命する。  

 （本部長及び副本部長）  

第４条 本部長は、本部を総括し、本部を代表する。  

２  副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理す

る。  

 （会議）  

第５条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長がその議長と なる 。 

２  本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者を出席させて意

見を聴き、又は説明を求めることができる。  

（部会）  

第６条 本部に、必要に応じ、部会を置くことができる。  

（庶務）  

第７条 本部の庶務は、総務部新庁舎建設推進室において処理する。  

 （その他）  

第８条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営について必要な事項は、本部長

が定める。  

   附  則  

この訓令は、平成 19年６月１日から施行する。  
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○  豊岡市新庁舎建設推進本部員名簿  

 

氏  名  
推進本部に
おける役職  

市における  
職    名  平成 19 年６月１日～  

平成 20 年３月 31 日  
平成 20 年４月１日～  

本部長  副市長  奥  田 清 喜  奥  田 清 喜  

副本部長  収入役  塚  本 信 行  塚  本 信 行  

本部員  技  監  宮  里 憲 一  宮  里 憲 一  

〃  防災監  北  垣 哲 夫  北  垣 哲 夫  

〃  議会事務局長  神  尾 與志廣  植  田 政 由  

〃  政策調整部長  竹  本 政 充  竹  本 政 充  

〃  総務部長  中  川   茂  矢  﨑 章 司  

〃  市民生活部長  植  田 政 由  足  田 仁 司  

〃  健康福祉部長  岡  本 幹 雄  中  川   茂  

〃  商工観光部長  赤  木   修  赤  木   修  

〃  コウノトリ共生部長 太田垣 秀 典  太田垣 秀 典  

〃  都市整備部長  黒  坂   勇  黒  坂   勇  

〃  企業部長  福  井 與司光  福  井 與司光  

〃  教育次長  村  田 正 次  山  口 孝 義  

〃  城崎総合支所長  齋  藤 哲 也  齋  藤 哲 也  

〃  竹野総合支所長  神  田 美 稻  太田垣   透  

〃  日高総合支所長  松  井 正 志  松  井 正 志  

〃  出石総合支所長  湯  口   敏  森  脇   敬  

〃  但東総合支所長  松  本 和 洋  松  本 和 洋  
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○ 新庁舎建設推進体制 
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